
再
任
ご
あ
い
さ
つ

北
海
道
行
政
書
士
会

会

長

渡

辺
慶
吉

(第ぅ号)

去
る
三
月
十
八
日
、
定
時
総
会
に
於
て
不
肖
私
が
は
か
ら
ず

も
会
長
の
重
責
を
商
う
事
に
な
り
ま
し
た
が
、
元
よ
り
非
才
微

力
で
あ
り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
会
員
各
位
の
御
支
援
御
協
力

を
賜
り
た
く
、
就
任
に
当
り
御
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。
行
政
書

士
法
の
改
正
に
よ
り
強
制
会
制
度
と
な
り
、
本
会
が
創
立
さ
れ

て
か
ら
日
尚
浅
く
本
会
の
回
的
達
成
に
つ
い
て
は
、
誠
に
重
且

つ
大
な
る
揺
蛯
の
時
期
で
あ
る
と
思
料
さ
れ
、
か
か
る
重
大
な

る
秋
に
あ
り
ま
す
の
で
、
諸
般
の
情
勢
賢
察
の
上
格
段
の
御
援

助
下
さ
れ
ま
す
よ
う
重
ね
て
お
願
い
致
し
ま
す
。

北 海 道 行 政 書 士 会 報

　

　
　

書
攣

政

3

小

　

　
　

　

　

　
　

　　

　
　

　　　

理

事

後

藤

埋旭
川
支
部
聽

中

休

　　
　　
　　勲

茂
三
郎

　
　　
　　
　

(空
知
)

(旭
川
)

11

役
員

の

紹
介

第
二
回
定
時
総
会
に
お
い
て
役
員
が
左
の
と
お
り
決
定
し
た

の
で
紹
介
致
し
ま
す
。

役

員

氏

会

長

渡

辺

副

会

長

総
務
部
長

副

会

長

企
画
部
長

佐

藤

名
庚

吉

幸
之
助

所
属
支
部

(札
幌
)

(札
幌
)

副

会

長

岸

川

隆

次

(小
樽
)

理

事

経
理
部
長事

縫
務
部
員

　
　
　
　事

鎚
画
部
員

理

事

企
画
部
員

理

事

経
理
部
員事

橿
擬
支
部
長　

愕
樽
支
部
長

井

上

蘋

二

(札
幌
)

成

沢

梅
次
郎

(札
幌
)

有

馬

範

治

(札
幌
)

関

根

克

治

(札
幌
)

横

路

雅

美

(札
幌
)

森

平

国

武

(札
幌
)

森

口

松
太
郎

(札
幌
)

細

井

伊
三
郎

(小
樽
)

だ

6

書

8
樽

旭
川
支
部
庭

中

林

茂

三

郎

(旭
川
)

　
　
　
　
　

訣
漸
蚫囎

理

事

鈴

非

五

郎

(網
走
)

蠣
海
僻
鰭

理

事

小

松

照

光

(留
萌
)

津

北

理

事

灰

原

恭

広

(室
蘭
)

理

事

室
蘭
支
部
長

理

事

日
高
支
部
長

理

事

理

事

石

本

佐
々

木

尾

越

　

　

　　
　　

行

雄

(帯
広
)

勝

典

〔釧
路
)

藤

山

利

夫

(札
幌
)

囃
室
支
部瓣

坂

本

福

治

(根
室
)

山

正

平

(札
幌
)

監

事

長

山

監

事

山

監

事

榎

波
木

松

(空
知
)

　

弥

一
郎

(帯
広
)
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第
二

回
定

時
総

会

合
右
･
三
･一
八
)

筆
記
者

月

事
務
員

山

代
議
員

鈴

支
部
長

中

　
　
　
　

代
議
員

今

村

代
議
員

松

本

支
部
長

石

本

理

事
関

根

代
議
員

大

野

代
議
員

野

崎

支
部
長

灰

原

代
議
員

星

監

事
山

木

代
議
員

中

野

支
部
長

高

梨

理

事
後

藤

支
部
長

黒

川

理

事
有

馬

監

事
長

山

理

事
成

沢 森

帷
三
郎

口

な
に
子

木

次

男

(札
幌
)

林

茂
三
郎

(旭
川
)

平

国

武

(札
幌
)

村

竜
太
郎

(空
知
)

本

又

蔵

(小
樽
)

本

則

善

(旦
邑

根

克

治

(札
幌
)

野

新

一

(小
樽
)

崎

幸

(札
幌
)

原

恭

広

(室
蘭
)

亨

克

(札
幌
)

木

松

空̂
知
)

野

敬

雄

(空
知
)

梨

晃

臣

(留
萌
)

藤

勲

(空
知
)

　

　

　
　　
　

馬

範

治

(札
幌
)

山

正

平

(札
幌
)

沢

梅
次
郎

(札
幌
)

写
真
整
列
順
に
記
載

(
)
は
所
属
支
部

(札
幌
)

代
議
員

矢

野

ス

ヱ

(空
知
)

札
幌
土
地
家
屋
調
査
士
会

会

長

小

城

清

札
幌
司
法
書
士
会

会

長

半

北
海
道
総
務
部
地
方
課

渡

辺

二

殿

田

嵐

殿

主

事
殿

北
海
道
総
務
部
地
方
課

佐
々
木
課
長
補
佐

殿

(室
崗
)

会

長
渡

辺

慶

吉

(札
幌
)

(札
幌
)

空̂
知
)

支
部
長

森

口

松
太
郎

(札
幌
)

- 2 -

(空
知
)

綱
挽
鼾
愚
佐

藤

幸
之
助

(札
幌
)

(留
萌
)

(空
知
)
錮
軌
艀
脹
藤

山

利

夫

(札
幌
)

(帯
広
)

副
会
長

岸

川

隆

次

(小
樽
)

(札
幌
)

報

告

北 海 道 行 政 書 士 会 報 1 9 6 2 年 8 月20日

◎
第
一
回
理
事
会

と

き

四
月
一
日
午
後

一
時

と
こ
ろ

産
業
会
館

出
席
者

渡
辺
会
長
外
八
名

一
、
会
則
変
更
認
可
申
請
の
件

申
請
に
当
っ
て
は
他
府
県
の
会
費
、
入
会
金
一
覧
表
等
そ
の

他
参
考
資
料
も
合
せ
添
付
し
、
早
急
に
申
請
す
る
こ
と
に
決

定
す
。

二
、
連
合
会
会
則
審
議
委
員
の
出
席
に
つ
い
て

入
選
審
議
の
結
果
、
横
路
理
事
が
出
席
す
る
こ
と
に
決
定

す
。

三
、
各
部
担
当
理
事
選
任

1
、
総
務
部
長

佐
藤
副
会
長

総
務
部
担
当

成

沢

理

事

有

馬

理

事

2
、
企
画
部
長

藤
山
副
会
長

企
画
部
担
当

関

根

理

事

横

路

理

事

3
、
経
理
部
長

井

上

理

事

経
理
部
担
当

森

平

理

事

(第ぅ号)

四
、
啓
蒙
ポ
ス
タ
ー
作
製
に
つ
い
て

図
案
、
印
刷
一
切
を
企
画
部
に
一
任
と
決
定
す
。

五
、
会
員
と
の
連
絡
方
法
に
つ
い
て

本
来
ま
ち
ま
ち
の
た
め
会
運
営
上
に
も
支
障
が
あ
る
の
で
、

今
!後
は
令
【[員
なi
l
本
割
増

直
接
と
し
重
要
な
事
項
"は
支
部
長

へ
連
絡
す
る
こ
と
と
す
る
。

六
、
非
行
政
書
士
の
対
策
に
つ
い
て

極
め
て
重
要
な
事
案
な
の
で
慎
重
を
期
し
、
非
会
員
の
業
務

の
事
実
を
取
饌
め
、
監
督
官
庁
へ
の
実
態
を
知
ら
し
め
積
極

的
取
締
を
要
望
す
る
。
更
に
は
悪
質
非
会
員
の
告
発
等
に
つ

い
て
対
策
協
議
会
を
設
け
運
営
す
る
。

七
、
そ
の
他

事
務
局
員
の
増
員
に
つ
い
て

会
費
滞
納
者
の
処
置
に
つ
い
て

事
件
簿
領
収
証
の
印
刷
に
つ
い
て

バ
ッ
チ
の
発
註
に
つ
い
て

◎
第
二
回
理
事
会

と

き

五
月
二
十
四
日
午
後
六
時

と
こ
ろ

会
事
務
所

出
席
者

渡
辺
会
長
外
七
名

一
、
連
合
会
総
会
の
出
席
に
つ
い
て

岐
阜
に
お
い
て
六
月
九
日
開
催
に
渡
辺
会
長
が
出
席
す
る
こ

と
に
決
定
す
。

二
、
バ
ッ
チ
の
作
成
に
つ
い
て

連
合
会
に
お
い
て
も
品
切
れ
で
あ
り
、
当
会
が
直
接
作
成
す

る
こ
と
に
決
定
。

会
員
の
予
約
申
込
を
受
け
て
作
成
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
会
則
変
更
の
そ
の
後
の
状
況

五
月
二
十
二
日
主
官
課
よ
り
連
絡
あ
り
、
四
月
一
月
か
ら
適

用
す
る
よ
う
認
可
の
見
込
み
で
あ
る
が
、
公
報
掲
載
や
自
治

省
へ
報
告
の
た
め
相
当
の
時
日
を
要
す
る
旨
。

変
更
認
可
は
四
月
′
日
に
遡
及
さ
れ
る
の
で
入
会
金
、
会
費
メ

は
そ
の
見
込
み
で
取
扱
す
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
啓
蒙
ポ
ス
タ
ー
に
つ
い
て

ポ
ス
タ
ー
見
本
二
種
が
出
来
た
の
で
図
案
、
文
案
を
検
討
し

二
千
枚
印
刷
と
決
定
し
た
。

五
、
会
員
の
動
き

1
、
会
員
の
死
亡

札
梶
支
部
篠
原
千
代
吉
、
千
才
市
に
照
会
し
九
月
二
十
四

日
死
亡
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

2
、
会
費
の
免
除

札
幌
支
部

佐
野
宗
雄

病
気
入
院
の
た
め
業
務
再
開
泡
四
月
か
ら
免
除
を
承
認

す
。

六
、
そ
の
他

事
務
員
の
給
与
に
つ
い
て

四
月
か
ら
会
員
連
絡
、
会
費
扱
を
会
直
接
と
し
た
た
め
業
務

量
が
増
大
し
て
い
る
の
で
給
与
を
現
行
八
千
円
を
一
万
円
と

し
精
励
し
て
も
ら
う
こ
と
に
決
定
し
た
。

水
害
御

見
舞

い

こ
の
た
び
台
風
九
、
十
号
に
よ
る
水
害
、
そ
の
他
被
害
を
蒙

ら
れ
た
会
員
の
皆
様
に
心
か
ら
御
見
舞
申
上
げ
ま
す
。

被
害
を
う
け
ら
れ
た
方
々
に
対
し
て
は
会
に
御
見
舞
の
規
定

も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
程
度
を
会
え
御
連
絡
願
い
ま
す
。

つ?
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号第(

連
合
会
第
二
回
定
時
総
会
に
は
都
合
で
本
会
は
欠
席
い
た
し

ま
し
た
が
、
そ
の
議
事
録
が
参
り
饗
し
た
の
で
参
考
ま
で
に
掲

載
し
ま
す
。

日
本
行
政
書
士
会
連
合
会

第
三
国
定
時
総
会
議
事
録

一
、
来

賓

松
野
岐
阜
県
知
事
、
お
よ
び
岐
阜
市
長
代
理
の

祝
辞
。

愛
媛
会
小
野
顧
問
、
お
よ
び
徳
武
長
野
会
長
よ
り
祝
電
。

司
会
よ
り

議
長
、
副
議
長
選
出
に
つ
い
て
は
か
る
。

司
会
一
任
の
声
あ
っ
て
司
会
よ
り
左
記
三
氏
を

指
名
決
定
。

議

長

大
野
岐
阜
会
長

副
議
長

栗
原
石
川
会
長

"

渡
辺
愛
知
会
理
事

一
、
挨

拶

正
副
議
長

名
に
な
っ
た
理
由
を
質
問
。
説
明
後
原
案
賛
成
。

長
谷
川
香
川
会
長
代
理

第
六
条
、
会
長
の
次
に
副
会
長

を
加
入
の
件
、
提
案
。

種
本
兵
庫
会
長

第
十
二
条
、
代
議
員
の
基
準
を
百
名
に

一
名
と
す
る
。
希
望
。

加
藤
京
都
会
長

第
三
十
八
条
、
金
銭
を
会
費
と
訂
正
、

希
望
。

以
上
三
条
を
修
正
原
案
に
全
員
賛
成
改
正
案
可
決
。

4
、
議
長
交
代
、
栗
原
議
長

第
四
号
議
案
は
最
後
と
し

て
、
予
算
そ
の
他
に
関
係
が
あ
る
か
ら
第
五
号
議
案
上

程
。

橋
本
会
長

昭
和
三
十
七
年
度
事
業
計
画
に
つ
い
て
説

明
。

行
政
書
士
法
の
一
部
改
正
お
よ
び
鉱
業
書
士
制
定
に
つ

き
既
定
方
針
通
り
詳
細
説
明
、
更
に
会
報
年
三
回
発
行

実
現
に
対
し
会
費
滞
納
を
し
な
い
様
協
力
方
を
希
望
す

る
。
石
井
日
蓮
副
会
長
、
法
改
正
の
主
要
点
は
十
九
条

但
し
書
の
沫
浦
に
重
点
を
置
く
も
の
で
あ
る
か
ら
改
正

に
協
力
方
を
希
望
す
る
。
全
員
了
承
。

う
、
昭
和
三
十
七
年
度
、
予
算
案
上
程
。

岩
本
理
事

プ
リ
ン
ト
よ
り
説
明
し
更
に
会
則
改
正
は
、

六
月
十
日
と
し
予
算
施
行
は
、
四
月
一
日
か
ら
と
付
け

加
え
る
。
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
通
り
予
算
案
は
可

決
。

6
、
議
長
(大
野
)
四
号
議
案
上
程
。

沢
野
東
京
会

会
長
選
任
に
つ
い
て
希
望
意
見
。

佐
野
愛
知
会
長
代
理

役
員
選
任
方
法
は
八
支
部
よ
り
各

二
名
の
詮
衡
委
員
を
も
っ
て
組
織
し
決
定
す
べ
き
で
あ

る
。異

議
な
し
の
声
多
数
を
も
っ
て
議
長
よ
り
各
支
部
か

ら
二
名
選
出
し
、
別
室
に
お
い
て
詮
衡
方
を
は
か

る
。

た
が
三

萬
三野
東
｣幕
会

会
長̂
が
決
定
し
た
ら
単
二
･会
の
了
解
明を
･兼
…

て

と

き

昭
和
三
十
七
年
六
月
九
日

午
前
十
一
時
開
会

議
長
よ
り
議
事
録
署
名
選
出
に
つ
い
て
は
か
る
。

報

一
、
と
こ
ろ

岐
阜
市
長
良
川

鐘
秀
館

議
長
-
任
の
声
あ
っ
て
議
長
ょ
り

指
名
決
定
。

会

｢

議

事

加
藤
京
都
会
長
、
庄
司
三
重
会
長

士

第
一
議
案

昭
和
三
十
六
年
度
、
会
務
報
告

一
、
議

事

書

第
二
議
案

決
算
報
告
承
認
の
件

1
、
議
長
第
一
号
議
案
上
程

政

第
三
議
案

会
則
変
更
(案
)
の
件

橋
本
会
長

昭
和
三
十
六
年
度
会
務
報
告
説

第
四
議
案

役
員
改
選
の
件

長
谷
川
香
川
会
長
代
理
、
お
よ
び
兵
庫
会
小

行

第
五
議
案

昭
和
三
十
七
年
度
事
業
計
画
、
予
算
案
議
決

会
務
の
一
部
に
対
し
質
問
。

道

の
件

会
長
適
宜
答
弁
し
了
承
、
会
務
報
告
承
認
。

海

一
、
出
席
者

2
、
議
長
第
二
号
議
案
上
程

ヒ

青
森
、
秋
田
、
岩
手
、
福
島
、
茨
城
、
埼
玉
、
千
葉
、
東
京

岩
本
(理
事
)
経
理
部
長

昭
和
三
十
六

±
【

静
岡
、
富
山
、
石
川
、
福
井
、
岐
阜
、
愛
知
、
三
重
、
滋
賀

京
都
、
大
阪
、
奈
良
、
兵
庫
、
鳥
取
、
岡
山
、
広
島
、
香
川

愛
媛
、
福
岡
、
熊
本
、
鹿
児
島
(二
十
八
名
)

一
、
委
任
者

北
海
道
、
宮
城
、
山
形
、
群
馬
、
山
梨
、
長
野
、
新
潟
、
島

日

根
、
山
口
、
高
知
、
佐
賀
、
長
崎
、
大
分

(十
三
名
)

彫
-
、
欠

席

鮒
栃
木
、
神
奈
川
、
和
歌
山
･

徳
島
･
宮
崎

宝

名
)

2

合
計

四
六
都
道
府
県
、
議
決
権
実
有
者

二
十
八
名

%
-
、
司

会

庄
司

三
重
会
長

1

出
席
状
況
な
ら
び
に
、
会
則
に
基
き
総
会
開
会
宣
二蔦

議
長
-
任
の
声
あ
っ
て
議
長
よ
り
左
記
二
氏
を

指
名
決
定
。

加
藤
京
都
会
長
、
庄
司
三
重
会
長
。

一
、
議

事

1
、
議
長
第
一
号
議
案
上
程

橋
本
会
長

昭
和
三
十
六
年
度
会
務
報
告
説
明
。

長
谷
川
香
川
会
長
代
理
、
お
よ
び
兵
庫
会
小
田
会
員
よ
り

会
務
の
一
部
に
対
し
質
問
。

会
長
適
宜
答
弁
し
了
承
、
会
務
報
告
承
認
。

岩
本
(理
事
)
経
理
部
長

昭
和
三
十
六
年
度
決
算
報
告

説
明
。

沢
野
監
事

監
査
報
&聴

藤
野
東
京
会

旅
費
規
定
有
無
に
関
し
質
問
。

橋
本
会
長

旅
費
支
給
基
準
は
な
い
こ
と
を
回
答
。

長
谷
川
香
川
会
長
代
理
お
よ
び
佐
野
愛
知
会
副
会
長
代

理
の
声
に
よ
り
、
旅
費
規
定
を
作
る
こ
と
に
し
て
本
案

多
数
賛
成
承
認
。

3
、
議
長
第
三
号
議
案
上
程

石
井
広
島
会
長
(会
則
一
部
改
正
案
審
議
委
員
会
委
員
長
)

｢動
議
｣
会
則
そ
部
改
正
案
審
議
会
答
申
案
説
明
。
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あ
る
よ
う
希
望
、す
る
。

佐
野
愛
知
会

委
員
会
で
決
定
し
た
も
の
を
単
一
会
の
了

解
を
得
る
必
要
は
な
い
か
ら
単
一
会
に
お
い
て
話
し
合

い
こ
れ
に
そ
う
よ
う
に
し
て
賞
い
た
い
。

詮
衡
委
員
構
成
(北
海
道
委
任
状
の
た
め
実
在
せ
ず
)

東
北

伊
藤

隆
造

福̂
島
)
米
沢
髪
太
郎
〔青
森
)

関
東

情
丸

顔
雄
(束
+邑

乾

三
郎
(茨
城
)

中
部

高
橋

二
三
(愛
知
)
庄
司

英
一
(三
重
)

近
畿

種
藤

次
左
(兵
庫
)
加
藤

有
行

(京
都
)

中
国

石
井
栄
太
郎
(広
島
)
森
原

光
義
(鳥
取
)

四
国

長
谷
川
正
晴
(香
川
)
岡
井

義
雄
(愛
媛
)

九
州

岡
部
金
兵
衛
(福
岡
)
三
島

正
道
(鹿
児
島
)

合
計

十
四
名

委
員
長

高
橋
二
三
(愛
知
)

委
員
長
発
表

連
合
会
長

橋
本
難
晴
(東
京
)
十
二
対
二
に
て
当
選

副
会
長

東
方
面

伊
藤

隆
造
(福
島
)

"

西
方
面

石
井
栄
太
郎
(広
島
)

"

中

央

蒲
丸

頭
雄
(東
京
)

監

事

石
井

松
勝
(埼
玉
)

“

須
軽

正
彦
(和
歌
山
)

松
永

三
好
(長
崎
)

理

事

四
六
単
一会
会
長
全
員

常
任
理
事

地
方
単
一
会
よ
り
八
名

理

事

本
部
要
員
六
名

理
事
選
任
に
つ
い
て
意
見
続
出
の
結
果
四
六
単
一
会

長
全
員
と
す
る
。
但
し
兼
職
役
員
数
だ
け
差
引
い
て

本
部
要
員
の
選
出
員
数
に
充
当
す
る
こ
と
。

議
長

新
役
員
は
高
橋
詮
奏
委
員
長
よ
り
発
表
の
と
お
り

で
あ
り
滌
す
か
ら
御
了
承
下
さ
い
。

挨
拶

新
正
副
会
長
並
び
に
議
長
。

司
会

閉
会
宣
言
(午
後
五
時
十
五
分
)

加
藤
有
行
◎

2
ダ
ル≦
ゞ

‐

ゾ
ノ
も

-

!

庄
司
英
一
◎

　
　
　
　

　
　

　　　　　
　

(第ぅ号)

支
部
だ

よ

り

=
空
知
支
部
=

去
る
六
月
二
十
四
日
空
知
支
部
総
会
開
催
に
当
り
本
会
役
員

の
出
席
要
請
あ
り
、
佐
藤
副
会
長
が
出
席
し
そ
の
経
過
が
左
の

通
り
報
告
さ
れ
た
。

写
真
=
上
段
左
よ
り

山
本
留
吉
、
嶬
域
吉
之
助
、
中
野
敷
雄

笹
田
磐
、
村
屋
武
士
、
岡
田
勝
美
、
今
村
龍
太
郎
、
外
塚
英

二
、
渡
辺
正
、
米
沢
札
次
郎
。

下
段
左
よ
り

但
野
方
吉
、
杉
井
正
章
、
佐
藤
幸
之
助
(道
本

部
副
会
長
)
、
猪
本
久
治
(支
部
長
)
素
地
安
書
、
荒
太
郎

後
藤
素
子
、
長
井
慶
治

北
海
道
行
政
書
士
会

副
会
長

佐
藤
幸
之
助

北
海
道
行
政
書
士
会

会
長

渡
辺
慶
吉
敷

昭
和
三
十
七
年
六
月
二
十
四
日
北
海
道
行
政
書
士
会
空
知
支

部
第
二
回
定
時
総
会
に
出
席
し
た
が
真
の
経
過
要
領
及
結
果
に

つ
い
て
左
の
通
り
報
告
す
る
。

コーu
　　　

て

日

時

昭
和
三
十
七
年
六
月
二
十
四
日

午
後
一
時

一
、
場

所

岩
見
沢
市
民
会
館
二
階
会
議
室

一
、
出
席
人
員

一
四
名

委
任
状
二
〇
名

合
計

三
四
名

空
知
支
部
員
六
一
名
に
対
し
過
半
数
に
し
て
総
会
は
適
法
に

成
立
し
た
。

一
、
午
後
一
時
三
十
分
開
会
宣
言

次
い
で
支
部
長
の
挨
拶
、
来
實
祝
辞
。

不
省
会
長
に
変
っ
て
左
記
の
通
り
挨
拶
を
述
べ
た
。

挨
拶
の
本
旨

行
政
書
士
の
職
分
は
司
法
書
士
、
土
地
家
屋
調
査
士
と
異
り

実
に
広
範
囲
に
亘
る
諸
官
庁
を
相
手
と
し
、
そ
の
取
扱
書
頼
も

亦
多
岐
に
渉
り
真
に
行
政
書
士
と
し
て
の
職
務
を
全
う
す
る
に

は
仲
々
の
努
力
と
研
究
を
要
す
る
の
で
あ
り
生
す
が
、
戦
後
の

状
勢
を
見
る
に
各
官
公
署
共
一
様
に
事
務
の
簡
素
化
、
或
は
民

象
の
サ
ー
ビ
ス
等
と
称
し
簡
易
な
る
書
類
に
つ
い
て
は
そ
の
書

式
を
印
刷
し
無
料
、
有
料
の
配
布
を
為
し
甚
だ
し
き
に
至
っ
て

は
窓
口
職
員
が
書
記
行
為
を
為
す
等
サ
ー
ビ
ス
の
域
を
越
え
行

過
ぎ
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
も
の
多
く
、
他
面
に
於
い
て
は
会
社
、

組
合
、
其
他
の
団
体
等
に
於
い
て
特
定
人
の
当
然
た
る
仕
事
の

如
く
装
い
不
法
に
こ
れ
を
敢
行
し
て
い
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
は

誠
に
遺
憾
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

吾
々
行
政
書
士
会
の
会
員
は
相
互
の
連
絡
を
緊
密
に
し
、
益

々
団
結
力
を
拡
大
し
社
会
一
般
に
行
政
書
士
の
存
在
を
認
識
さ

･■‘‘<
、--′
““'-
‘･･･“
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･･'】
‐
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、
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′
“
-



せ
、
以
っ
て
非
行
政
書
士
の
撲
滅
を
期
す
る
よ
う
努
力
す
る
に

)

と
が
我
等
の
職
域
擁
護
の
第
一
条
件
で
あ
る
と
存
じ
ま
ず
。

号

此
の
意
味
に
於
い
て
道
本
部
と
し
て
も
目
下
ポ
ス
タ
ー
の
作

第

成
中
で
あ
り
、
其
他
総
ゆ
る
方
面
に
於
い
て
非
行
政
書
士
取
締

り
の
た
め
啓
蒙
運
動
を
致
し
て
居
ま
す
。
各
位
の
一
段
と
御
協

力
を
希
う
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
議
事
に
入
る
。

先
づ
議
長
選
任
。

束
池
安
吉
氏
選
ば
れ
て
議
長
席
に
着
き
所
定
の
議
案
を
附
議

し
ス
ム
ー
ズ
に
議
事
遊
行
総
べ
て
原
案
通
り
承
認
可
決
し
た
。

続
い
て
役
員
改
選
の
結
果
左
の
通
り
決
定
し
た
。

報

空
知
支
部
長

猪

本

久

治

会

副
支
部
長

東

池

安

古

樋

口

優

岩

崎

求

士

"

岩

崎

求

書

庶
務
部
長

今

村

竜
太
郎

政

業
務
部
長

荒

太

郎

…行

監

事

但

野

方

古

道

“

南

川

小
四
郎

以

上

海

以
上
を
以
っ
て
本
日
の
議
事
全
部
を
議
了
し
て
午
後
四
時
歌

"北

会
し
た
o

右
経
過
を
報
告
致
し
ま
す
。

煎
1

2

3

4

う

6

7

8

9

m

n

12

B

質

疑

応

答

今
号
か
ら
質
疑
応
答
欄
を
設
け
ま
し
た
の
で
葉
務
や
関
係
法

規
上
の
質
問
は
ど
し
ど
し
出
し
て
下
さ
い
。

一
般
質
問
に
対
し
て
は
紙
上
回
答
を
い
た
し
ま
す
。

質
問
事
項
に
対
す
る
回
答

質
問

苫
小
牧
市
(室
蘭
支
部
)

　　

生

質

問

事

項

一
、
戸
籍
上
に
繋
げ
る
改
名
は
家
庭
裁
判
財
に
提
出
す
べ
き
書

類
の
作
成
の
是
非
に
つ
い
て
の
可
否
。

二
、
商
法
関
係
事
務
取
扱
上
に
榛
け
る
範
囲
。

三
、
民
訴
関
係
事
務
取
扱
上
に
榛
け
る
行
政
書
士
の
立
場
と
其

の
範
囲
等
。

四
、
刑
法
関
係
事
務
取
扱
上
に
於
け
る
分
野
並
に
そ
の
範
囲
。

五
、
行
政
書
士
法
第
一
条
第
二
項
に
示
す
他
の
法
律
に
於
い
て

制
眼
さ
れ
て
い
る
範
囲
と
は
其
の
詳
細
。

六
、
又
同
法
第
十
九
条
但
併
し
書

｢及
正
当
業
務
に
附
随
し
て

行
う
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
｣
と
明
記
さ
れ
て
あ
る
も
、

附
随
し
て
行
い
得
る
業
務
の
種
類
を
可
及
的
に
詳
細
に
御
教

示
下
さ
い
。

回

答

文

質
問
第
一
項
に
つ
い
て

戸
籍
上
の
事
務
で
あ
っ
て
も
家
庭
裁
判
所
及
法
務
局
等
へ

の
事
務
で
は
な
い
。

(否
)

同
第
二
項
に
つ
い
て

商
法
関
係
に
於
い
て
は
登
記
事
務
以
外
の
書
類
は
行
政
書

士
の
分
野
で
あ
る
。

例
へ
ば
定
款
の
浄
書
議
事
録
等
の
作
成
其
の
他
法
務
局
へ

提
出
す
る
書
類
以
外
の
総
べ
て
の
書
類
は
行
政
書
士
が
出
来

る
。

同
第
三
項
に
つ
い
て

民
訴
関
係
の
事
務
お
よ
そ
司
法
書
士
の
分
野
で
あ
る
。
但

し
裁
判
所
へ
提
出
す
る
書
類
で
あ
っ
て
も
証
拠
や
参
考
に
供

す
る
証
明
書
其
他
の
書
類
は
此
の
限
り
で
な
い
｢例
へ
ぱ
｣

訴
額
を
証
す
る
為
め
市
町
村
役
場
よ
り
受
け
る
不
動
産
評
価

証
明
書
或
は
電
話
加
入
権
証
明
書
又
は
催
告
状
通
告
書
等
の

内
容
証
明
書
等
。

同
第
四
項
に
つ
い
て

刑
法
関
係
に
於
い
て
は
直
接
検
察
庁
検
事
宛
に
提
出
す
べ

き
告
訴
状
、
告
発
書
は
司
法
書
士
の
業
務
で
あ
り
、
其
他
警

察
署
長
宛
に
提
出
す
る
書
類
は
、
例
へ
告
訴
状
、
告
発
書
で

あ
っ
て
も
行
政
書
士
の
業
務
に
属
す
る
も
の
と
解
す
る
。

同
第
五
項
に
つ
い
て

司
法
書
士
法
、
弁
護
士
法
、
経
理
士
、
会
計
士
、
測
量

士
、
建
築
士
、
土
地
家
屋
調
査
士
等
に
定
め
ら
れ
た
事
務
範

囲
は
行
政
書
士
が
行
う
こ
と
が
出
来
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ

る
。

〔各
法
令
参
照
)

同
第
六正

当
業
務
に
附
随
す
る
業
務
と
は
多
様
に
渉
り
、
個
々
に

お
い
て
決
せ
ら
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

以
上
此
の
紙
面
を
利
用
し
て
回
答
致
し
ま
す
。
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会
費
納
入
に
つ
い
て
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会
則
変
更
の
認
可
に
住
ふ
会
費
及
入
会
金
の
納
入
方
法
に
就

い
て
、
支
部
及
会
員
の
方
か
ら
御
照
会
か
あ
り
ま
し
た
の
で
、

経
理
部
よ
り
回
答
さ
せ
て
戴
き
ま
す
。

会
則
変
更
案
は
本
年
三
月
十
八
日
第
二
回
総
会
に
於
て
、
審

議
決
定
さ
れ
ま
し
た
も
の
で
御
出
席
の
支
部
長
各
位
は
内
容
御

承
知
の
事
と
存
じ
ま
す
。

申
請
よ
り
認
可
迄
に
相
当
時
日
を
要
す
る
が
、
認
可
日
付
は

三
月
三
十
一
日
又
は
四
月
一
日
と
予
想
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
五

月
二
十
四
日
の
理
事
会
に
於
て
、
会
費
及
入
会
金
の
納
入
取
扱

方
を
検
討
し
て
左
の
通
り
定
め
ま
し
た
。

一
、
三
月
三
十
一
日
迄
に
入
会
届
を
受
付
け
た
入
会
者
は
、
旧

会
則
に
よ
る
入
会
金
壱
千
円
と
三
ヶ
月
分
会
費
百
円
を
納
入

し
、
四
月
以
降
は
月
額
参
百
円
と
し
て
三
ヶ
月
の
会
費
を
納

入
す
る
。

二
、
四
月
一
日
以
降
の
入
会
者
は
、
入
会
金
参
千
円
と
月
額
参

百
円
三
ヶ
月
の
会
費
を
納
入
す
る
。

三
、
在
来
会
員
で
旧
会
則
に
よ
る
会
費
を
前
納
し
て
居
る
会
員

に
対
し
て
は
三
ヶ
月
分
を
以
て
一
月
分
に
充
当
し
、
不
足
分

(二
ヶ
月
分
)
を
追
徴
す
る
。

四
、
在
来
会
員
は
月
額
参
百
円
三
月
を
前
納
す
る
。

五
、
会
費
及
入
会
金
は
支
部
を
経
由
せ
ず
、
直
接
当
会
に
送
附

し
て
公戴
く
。

六
、
支
部
交
付
金
は
一
名
一
ヶ
月
百
円
と
し
、
三
ヶ
月
毎
に
納

入
済
頬
に
応
じ
交
付
致
し
ま
す
。

上
記
の
取
扱
で
経
理
事
務
を
処
理
致
し
て
居
り
ま
す
。

各
位
よ
り
御
出
の
あ
り
ま
し
た
通
り
会
則
変
更
の
審
議
に
当

り
、
過
度
期
の
取
扱
方
法
に
付
き
具
体
的
な
葉
を
提
出
、
御
検

討
戴
け
な
か
っ
た
事
は
、
当
事
務
局
の
手
落
で
あ
り
遺
憾
に
存

じ
ま
す
。

然
し
乍
ら
理
事
会
に
て
決
め
ま
し
た
通
り
の
取
扱
を
継
続
さ

せ
て
戴
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

次
回
の
総
会
に
於
て
、
此
点
御
審
議
を
願
い
、
各
位
多
数
の

御
意
向
に
よ
り
遡
及
処
理
し
得
る
事
と
し
て
御
了
承
願
い
ま

す
。会

員
の
多
数
か
ら
表
札
と
会
員
名
簿
が
未
着
と
の
照
介
を
う

け
て
い
る
が

(三
六
･
一
二
、
三
七
･
=
●
現
在
会
員
数
を
も

っ
て
各
支
部
長
宛
に
送
付
済
で
あ
り
ま
ず
か
ら
、
そ
れ
迄
に
入

会
し
て
い
た
方
は
支
部
長
に
申
し
出
て
下
さ
い
。

報
酬
額
表
と
ポ
ス
タ
ー
は
会
か
ら
会
員
宛
直
接
発
送
済
で

す
。

①
バ
ッ
チ
の
申
込
み
受
付
中

行
政
書
士
会
員
パ
ッ
チ
一個
六
五
〇
円

会
事
務
局
へ
代
金
を
添
え
て
御
申
込
み
下
さ
い
。

国

日

誌

圏

37
年
4
月
1
日

"

4
月
8
日

第
一
回
在
札
理
事
会
開
催

榛

日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
会
則
一 産

業
会
館

部
変
更
審

　
　　　　
　
　
　　
　　　
　　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　　
　　
　
　

会
場
に
出
席

理
事
森
平
氏
よ
り
理
事
井
上
氏
へ
、
経
理
部

長
交
替
に
よ
る
事
務
引
継
ぎ

廉
会
事
務
所

本
会
会
則
変
更
認
可
申
請
書
道
庁
提
出

横
路
理
事
会
則
変
更
審
議
会
出
席
の
経
過
報

告
に
来
所

報
酬
額
表
全
員
宛
発
送

道
庁
よ
り
会
則
変
更
認
可
の
電
話
連
絡
あ
り

第
二
回
在
札
理
事
会

庚
会
事
務
所

日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
定
時
総
会

於

岐
阜
市
長
良
橋
東
半
町

鐘
秀
館

定
時
総
会
に
於
て
連
合
会
会
長
留
任
の
通
知

あ
り

会
費
滞
納
会
員
に
対
し
会
費
督
促
状
発
送

空
知
支
部
総
会

於
岩
見
沢
市

会
館
二
階

会
議
室
、
佐
藤
副
会
長
出
席

日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
副
会
長
就
任
挨
拶

状
着
、
広
島
行
政
書
士
会
長

石
井
栄
太
郎

会
則
変
更
抜
す
い
を
全
会
員
へ
発
送

会
員
移
動
通
知
(道
庁
、
支
庁
、
各
支
部
発

送
)

函
館
支
部
、
会
員
厚
谷
幸
作
氏
死
亡
に
よ
り

弔
慰
金
発
送

空
知
支
部
総
会
記
念
写
真
到
着

ポ
ス
タ
ー
全
会
員
宛
発
送

日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
第
二
回
定
時
総
会

議
事
録
到
着

第
三
回
理
事
会

於
産
業
会
館

- - 7 -

4
月
12
日

4
月
13
日

4
月
“
日

ラ
月
10
日

う
月
21
日

う
月
24
日

6
月
9
日

6
月
18
日

6
月
19
日

6
月
24
日

6
月
27
日

6
月
28
日

6
月
30
日

7
月
16
日

7
月
19
日

7
月
21
日

7
月
23
日

8
月
19
日

;
"

事
務
局
だ
よ
り



口

あ

と

が

き
口

◇

種
々
の
都
合
で
発
刊
の
遅
れ
ま
し
た
こ
と
を
深
く
御
詫
び

“報

い
た
し
ま
す
。

鹸

◇

こ
の
号
か
ら
紙
数
に
も
余
り
制
限
な
く
活
版
刷
り
写
真
入

書

で
発
刊
す
る
よ
う
理
事
会
の
承
認
を
う
け
た
の
で
、
会
員
か

放

ら
の
質
疑
、
発
展
的
な
御
意
見
、
支
部
の
動
向
、
そ
の
他
体

行

験
記
等
を
数
多
く
御
寄
せ
下
さ
い
。

道

◇

ょ
り
良
き
機
関
誌
た
ら
し
む
べ
く
今
後
努
め
た
い
の
で
会

海

員
各
位
の
御
協
刀
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

し
し日

【
20月

　

　
、
%

掛
詞
釧
割
圓
圓
圓
副
詞
鬮
圓
回
一
聾
易
鰤盛
ん上
覧

も
く
じ
r

　
　

　
　

　
　
　

　　

(第ぅ号)
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